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2026年 1月 26日 

各  位 

会 社 名 ト ル ク 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長  檜 垣 俊 行 

（コード番号 8077 東証ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ市場） 

問合せ先 管 理 部 長 志 柿 貴 士 

（ＴＥＬ： 06－ 6535－ 3690） 

 

 

 

当社連結子会社に対する訴訟の提起（訴状受領）に関するお知らせ 

 

 

 当社は、当社の100％出資連結子会社であるコバックス株式会社（以下「コバックス」といいます。）

が、戸田建設株式会社より損害賠償請求訴訟を提起され、2026年1月23日付で訴状を受領いたしま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

1．訴訟が提起された裁判所および年月日 

（1）裁判所：東京地方裁判所 

（2）提起日：2025 年 12 月 25 日 

（3）訴状受領日：2026 年 1 月 23 日 

（4）事件名：損害賠償請求事件 

 

2．訴訟を提起した者（原告）の概要 

名称：戸田建設株式会社 

所在地：東京都中央区京橋一丁目 7 番 1 号 

代表者：代表取締役 大谷 清介 

 

3．訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 

訴状によりますと、原告である戸田建設株式会社は、同社が施工を担当する「五島市沖洋上

風力発電事業」において使用された部材に関し、当該部材に不具合が生じた結果、工期遅延や

追加工事費等の損害が発生したと主張しております。原告は、コバックスが販売した製品につ

いて、売買契約上の契約不適合があるとして、損害賠償を求めるものであります。なお、原告

は、当該製品の製造業者に対しても、製造物責任法等に基づく損害賠償請求を行っております。 
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4．訴訟の内容 

請求の内容：損害賠償請求 

請求金額：金 140 億 2,950 万 9,500 円 

遅延損害金：2025 年 3 月 4 日から支払済みまで年 3％ 

※上記請求金額は、原告の主張に基づくものであり、当社グループとしてその妥当性を認める

ものではありません。 

 

5．当社および連結子会社の見解 

コバックスおよび当社といたしましては、現時点において、訴状に記載された原告の主張に

ついて争うべき点があると認識しており、請求内容の妥当性についても争う方針であります。 

今後、訴訟手続において当社グループの立場を適切に主張してまいります。 

 

6．当該子会社の概要 

名称：コバックス株式会社 

所在地：大阪市西区南堀江二丁目 7 番 4 号 

代表者：代表取締役社長  榎原 永二郎 

事業内容：鋲螺及び関連部品の販売、土木及び建築資材の販売加工等 

資本金：1,000 万円 

 

7．今後の見通し 

本件訴訟が当社の連結業績に与える影響につきましては、現時点では合理的に算定すること

が困難であるため、影響額は未定であります。 

今後、業績に重要な影響を与える事実が判明した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

 

以 上 


